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〇建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令（Ｈ１１年建設省令第１３号） 
 
・指定構造計算適合性判定機関に係る指定の申請（第３１条の３） 
・構造計算適合性判定員の数（第３１条の３の３） 
・指定構造計算適合性判定機関の有する財産の評価額（第３１条の３の４） 
 
 
〇下記の住宅局長通達に準ずる 
 
・「指定構造計算適合性判定機関指定準則の改訂について」（令和６年１０月３１日 国住指第２８５号） 
・「指定構造計算適合性判定機関指定準則」（令和６年１０月３１日 国住指第２８５号） 

受付

機関 
建築住宅課 

処理

機関 
建築住宅課 

交付

機関 
建築住宅課 

標準処理期間 ３０日 目次

№ 
 

 標準経由期間      日 
 


